
◆ 地震発生から再開に向けた対応
伊那北高等学校

教職員の参集

災害状況の確認

授業再開に向け、

前後策の検討・

教育委員会との

臨時登校・家庭

訪問・被害状況

教育委員会との
連絡・調整

□教職員は学校に集合（夜間･休日の場合）
□地震防災本部の設置

□状況に応じて臨時休校等の措置・教育委員会や生徒・
保護者へ連絡

□目視点検を基本とした校舎等の被害状況の確認
□電気・水道・電話の被害状況の確認

□教職員・その家族の安否確認
□生徒・保護者の安否確認

□生徒の住居の被害状況の確認
□基幹避難所の状況の確認

□校舎等の被害に対する応急措置

□校舎等の安全点検・危険度判定調査
□ライフライン・仮設トイレの確保
□生徒の心理面への影響確認

□教室の確保（他施設の借用・仮設校舎の建設）
□通学路の安全確保
□避難移住した生徒の異動手続きに関する臨時措置

□生徒の動向把握（避難先等の把握）
□学用品・救援物質等の受入れ

□心理面の安定確保
□生徒の確保と学級編成

□避難移動した生徒の把握
□生徒のより具体的な被害状況確認（教科書・学用品等）

□保護者への連絡方法の確認
□通学の安全指導

□校舎施設・設備の復旧、仮設校舎の建設
□授業形態の工夫

□教職員の配置（学級･教科担任、臨時時間割編成）
□教科書等の確保

□教職員が不足した場合の対応
□授業再開の協議、再開時の保護者への連絡

地震発生

授業再開

夜間･休日に起こった場合は、自
宅で待機し、地震防災本部からの
参集連絡があった場合は参集する。

震度６弱以上 震度５弱以下




